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【公開日】平成18年12月28日(2006.12.28)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月12日(2008.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置の通信パラメータ設定方法であって、
　通信パラメータ設定用のネットワークを形成する形成工程と、
　前記形成工程により形成された通信パラメータ設定用のネットワークにおいて、通信パ
ラメータの転送方向を決定するマスター機器を決定する決定工程と、
　前記決定工程により決定されたマスター機器が、マスター機器の指示に応じて通信パラ
メータの設定を行うスレーブ機器の台数を管理する管理工程と、
　前記管理工程により管理する前記スレーブ機器の台数に基づいて、前記スレーブ機器の
通信パラメータ設定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する制御工程と、
　前記マスター機器と、前記制御工程により前記通信パラメータ設定用ネットワークへの
参加を許可されたスレーブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメータ設定工
程と、
　を有することを特徴とする通信パラメータ設定方法。
【請求項２】
　前記制御工程において、前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加を拒否する場
合に、参加拒否を通知することを特徴とする請求項１記載の通信パラメータ設定方法。
【請求項３】
　前記管理工程において、マスター機器の問合せメッセージを受信した場合に、スレーブ
機器の台数を加算することを特徴とする請求項１又は２記載の通信パラメータ設定方法。
【請求項４】
　通信装置の通信パラメータ設定方法であって、
　通信パラメータ設定用のネットワークを形成する形成工程と、
　前記形成工程により形成された通信パラメータ設定用のネットワークにおいて、通信パ
ラメータの転送方向を決定するマスター機器を決定する決定工程と、
　前記決定工程により決定されたマスター機器が、マスター機器の指示に応じて通信パラ
メータの設定を行うスレーブ機器に対して、能力情報を要求する要求工程と、
　前記要求工程による要求から能力情報を取得するまでの経過時間に基づいて、前記スレ
ーブ機器の前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する制
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御工程と、
　前記マスター機器と、前記制御工程により前記通信パラメータ設定用ネットワークへの
参加を許可されたスレーブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメータ設定工
程と、
　を有することを特徴とする通信パラメータ設定方法。
【請求項５】
　通信装置の通信パラメータ設定方法であって、
　通信パラメータ設定用のネットワークを形成する形成工程と、
　前記形成工程により形成された通信パラメータ設定用のネットワークにおいて、通信パ
ラメータの転送方法を決定するマスター機器を決定する決定工程と、
　前記決定工程により決定されたマスター機器が、マスター機器の指示に応じて通信パラ
メータの設定を行うスレーブ機器の能力情報を取得する取得工程と、
　前記取得工程により取得した能力情報に基づいて、前記スレーブ機器の前記通信パラメ
ータ設定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する制御工程と、
　前記マスター機器と、前記制御工程により前記通信パラメータ設定用ネットワークへの
参加を許可されたスレーブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメータ設定工
程と、
　を有することを特徴とする通信パラメータ設定方法。
【請求項６】
　前記制御工程において、前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加を拒否する場
合に、参加拒否を通知することを特徴とする請求項５記載の通信パラメータ設定方法。
【請求項７】
　前記能力情報は、認証方式に関する情報であることを特徴とする請求項５又は６記載の
通信パラメータ設定方法。
【請求項８】
　前記能力情報は、暗号方式に関する情報であることを特徴とする請求項５又は６記載の
通信パラメータ設定方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の通信パラメータ設定方法をコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
【請求項１０】
　通信装置であって、
　通信パラメータ設定用のネットワークを形成する形成手段と、
　前記形成手段により形成された通信パラメータ設定用のネットワークにおいて、通信パ
ラメータの転送方向を決定するマスター機器を決定する決定手段と、
　前記決定手段により前記通信装置がマスター機器として決定した場合に、マスター機器
の指示に応じて通信パラメータの設定を行うスレーブ機器の台数を管理する管理手段と、
　前記管理手段により管理する前記スレーブ機器の台数に基づいて、前記スレーブ機器の
前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する制御手段と、
　前記制御手段により前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加を許可したスレー
ブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメータ設定手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項１１】
　通信装置であって、
　通信パラメータ設定用のネットワークを形成する形成手段と、
　前記形成手段により形成された通信パラメータ設定用のネットワークにおいて、通信パ
ラメータの転送方向を決定するマスター機器を決定する決定手段と、
　前記決定手段により前記通信装置がマスター機器として決定した場合に、マスター機器
の指示に応じて通信パラメータの設定を行うスレーブ機器に対して、能力情報を要求する
要求手段と、
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　前記要求手段による要求から能力情報を取得するまでの経過時間に基づいて、前記スレ
ーブ機器の前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する制
御手段と、
　前記制御手段により前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加を許可したスレー
ブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメータ設定手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項１２】
　通信装置であって、
　通信パラメータ設定用のネットワークを形成する形成手段と、
　前記形成手段により形成された通信パラメータ設定用のネットワークにおいて、通信パ
ラメータの転送方法を決定するマスター機器を決定する決定手段と、
　前記決定手段により前記通信装置がマスター機器として決定した場合に、マスター機器
の指示に応じて通信パラメータの設定を行うスレーブ機器の能力情報を取得する取得手段
と、
　前記取得手段により取得した能力情報に基づいて、前記スレーブ機器の前記通信パラメ
ータ設定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する制御手段と、
　前記制御手段により前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加を許可したスレー
ブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメータ設定手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、通信パラメータ設定用のネットワークへ
の参加に一定の制限を加えることにより、第三者による成りすましに対する対応を強化す
ることを目的とする。また、不必要な機器への通信パラメータの伝送を低減することを目
的とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、通信装置の通信パラメータ設定方法であって、通信パラメータ設定用のネッ
トワークを形成する形成工程と、前記形成工程により形成された通信パラメータ設定用の
ネットワークにおいて、通信パラメータの転送方向を決定するマスター機器を決定する決
定工程と、前記決定工程により決定されたマスター機器が、マスター機器の指示に応じて
通信パラメータの設定を行うスレーブ機器の台数を管理する管理工程と、前記管理工程に
より管理する前記スレーブ機器の台数に基づいて、前記スレーブ機器の通信パラメータ設
定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する制御工程と、前記マスター機器と、
前記制御工程により前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加を許可されたスレー
ブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメータ設定工程と、を有することを特
徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００８】
　また、本発明は、通信装置の通信パラメータ設定方法であって、通信パラメータ設定用
のネットワークを形成する形成工程と、前記形成工程により形成された通信パラメータ設
定用のネットワークにおいて、通信パラメータの転送方向を決定するマスター機器を決定
する決定工程と、前記決定工程により決定されたマスター機器が、マスター機器の指示に
応じて通信パラメータの設定を行うスレーブ機器に対して、能力情報を要求する要求工程
と、前記要求工程による要求から能力情報を取得するまでの経過時間に基づいて、前記ス
レーブ機器の前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する
制御工程と、前記マスター機器と、前記制御工程により前記通信パラメータ設定用ネット
ワークへの参加を許可されたスレーブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメ
ータ設定工程と、を有することを特徴とする。
　更に、本発明は、通信装置の通信パラメータ設定方法であって、通信パラメータ設定用
のネットワークを形成する形成工程と、前記形成工程により形成された通信パラメータ設
定用のネットワークにおいて、通信パラメータの転送方法を決定するマスター機器を決定
する決定工程と、前記決定工程により決定されたマスター機器が、マスター機器の指示に
応じて通信パラメータの設定を行うスレーブ機器の能力情報を取得する取得工程と、前記
取得工程により取得した能力情報に基づいて、前記スレーブ機器の前記通信パラメータ設
定用ネットワークへの参加の許可又は拒否を制御する制御工程と、前記マスター機器と、
前記制御工程により前記通信パラメータ設定用ネットワークへの参加を許可されたスレー
ブ機器との間で通信パラメータを設定する通信パラメータ設定工程と、を有することを特
徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明によれば、通信パラメータ設定用のネットワークへの参加に一定の制限を加える
ことにより、第三者による成りすましに対する対応を強化することができる。また、不必
要な機器への通信パラメータの伝送を低減することができ、不必要な情報の漏洩を低減す
ることができる。
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